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令和７年１月定例教育委員会会議録 

 

１．日 時 令和７年１月16日（木）午後１時30分～午後２時10分 

 

２．場 所 岸和田市役所新館４階 第１委員会室 

 

３．出席者 

教育長 大下 達哉   教育長職務代理者 植原 和彦   委 員 谷口  馨    

委 員 野口 和江   委 員 和田 郁美  

 

４．事務局出席者 

教育次長兼教育総務部長 藤浪 秀樹／学校教育部長 長岡 英晃 

生涯学習部長 池内 正彰／総務課長 柿花 真紀子 

学校適正配置推進課長 西河 鉄二／学校給食課長 寺埜 朗 

学校管理課長 松下 英俊／産業高校学務課長 橋本 純／学校教育課長 松本○秀規 

人権教育課長 松本 真里／生涯学習課長 井出 英明 

スポーツ振興課長 河内 みどり／郷土文化課長 井上 慎二／図書館長 宇野 義文 

総務課主幹 二宮 明生 

 

開会 午後１時30分 

前回会議録について承認された。本会議録署名者に植原教育長職務代理者を指名した。 

傍聴人０名。 

 

○大下教育長  

ただいまから、１月定例教育委員会会議を開催します。 

 

報告第１号 第31回岸和田市立産業高等学校産業教育フェア・第32回デザインシステム科卒業

制作展について 

○大下教育長 

報告第１号について、説明をお願いします。 

○橋本産業高校学務課長 

報告第１号につきましては、第31回岸和田市立産業高等学校産業教育フェア・第32回デザ

インシステム科卒業制作展についてです。 

産業高等学校の生徒が、３年間の学習成果を作品として表現、展示発表することで、今後の

新たな目標を発見するとともに、産業高校の特徴的な教育内容についての理解と関心を高める

ことを目的として、産業教育フェアおよび卒業制作展を開催します。 

直前でのご報告になり申し訳ありませんが、日程は令和７年１月17日（金）から19日（日）

の３日間です。会場はマドカホールで、時間は記載のとおりです。内容は、商業科と情報科は、
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「課題研究」において作成した作品や、商品開発クラブの商品紹介や活動報告の展示、デザイ

ンシステム科は、木材加工、陶芸、設計図面、建築模型、染色、縫製、服飾、デザインパネル、

映像作品などおよそ120点の卒業制作作品を展示します。 

また、デザインシステム科の生徒によるファッションショーを、１月19日（日）の13時か

ら開催します。 

周知方法は、広報きしわだ１月号と市のWebサイトに掲載しております。また、報道提供を

行っております。 

なお、ファッションショーにつきましては、ここ数年は感染症対策として、ご入場はデザイ

ンシステム科の生徒と保護者に限らせていただいておりましたが、今回はどなたでもご入場い

ただけます。報告は以上です。 

○大下教育長 

報告が終わりました。本件について、何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

○植原教育長職務代理者 

  報道関係へ情報提供されていますが、報道機関からの反響はどうでしょうか。 

○橋本産業高校学務課長 

  新聞社からの問い合わせはきておりませんが、テレビ岸和田さんは取材予定があり、ファッ

ションショーを番組内で紹介してもらえる予定です。 

○谷口委員 

  成人式の式次第のデザインでは、デザインシステム科の存在感が発揮されているように感じ

られてよかったと思います。 

ファッションショーの来場者はここ数年、保護者や関係者等に限定されていましたが、今年

から制限がなくなったようですが、どのような経過があったのでしょうか。 

○橋本産業高校学務課長 

現場としても、出来るだけ多くの方にご覧いただきたいという思いと感染症対策のなかで調

整してきたところがございます。保護者の方には事前の申込制で、できるだけ前の席で見ても

らえるようにしております。当日にお越しいただいた方にも、後ろの方に席になるかもしれま

せんが、自由席で見ていただくことも可能です。 

○谷口委員 

  産業高校の存在感を大いにアピールしていただきたいと思いますので、報道機関へも積極的

にはたらきかけていただきたいと思います。 

○橋本産業高校学務課長 

ありがとうございます。別件ですが、ファッションショーの開催日と同じ日に、産業高校の

商品開発クラブが作っているレモンカレーがテレビ番組で紹介されることになりました。日曜

日の午前 11 時から放送されているテレビ大阪の男子ごはんという番組の中で、紹介されるこ

とになりましたので、ご覧いただけると有難いです。 

○和田委員 

産業高校でどのようなことが学べるのかということが、この作品展示の中でよくわかります

が、中学校へも案内はされているのでしょうか。 

○橋本産業高校学務課長 
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  中学校にも案内を送っております。平行して、１月 18 日（土）の進学説明会に来てくれた

生徒さんにもお知らせしています。 

○和田委員 

  受験生だけでなく、１、２年生にも展示会に来てもらえたらと思います。 

○大下教育長 

展示会やファッションショーといったものは、著作権や肖像権の問題もありますが、学校の

ホームページに掲載できれば、来場できなかった方にも見てもらえると思いますので、検討し

てもらえたらと思います。 

他にいかがでしょうか。ないようですので、報告として承りました。  

 

報告第２号 令和６年度 岸和田市中学校総合体育大会（冬季）の結果について 

○大下教育長 

報告第２号について、説明をお願いします。 

○松本学校教育課長 

報告第２号につきましては、令和６年度 岸和田市中学校総合体育大会（冬季）の結果につ

いてです。 

日時は、令和６年12月25日（水）～26日（木）で実施。場所は各種目、ご覧の通りとなっ

ております。別紙をご覧ください。各種目の結果はご覧の通りとなっております。 

なお、11月16日開催の夏季扱いのソフトボールの結果も別紙に掲載しております。報告は

以上です。 

○大下教育長 

報告が終わりました。本件について、何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

○野口委員 

  例年質問させていただいておりますが、駅伝は全区間、全チームが走りきることができたの

でしょうか。 

○松本学校教育課長 

  出場したどのチームも全区間走ることができました。 

○植原教育長職務代理者 

  サッカーは５チームにまで減っているのですか。以前は、11 校にあったと記憶しています。

減少傾向なのでしょうか。 

○松本学校教育課長 

  以前より、サッカーではクラブチームに参加する生徒も増えており、現在は５校になっていま

す。クラブチームの他に Jリーグの下部組織のチームに参加している生徒もいます。 

○植原教育長職務代理者 

  市内で活動しているクラブチームは、この大会に参加はしていないのですね。 

○松本学校教育課長 

  参加しておりません。 

○大下教育長 

他にいかがでしょうか。ないようですので、報告として承りました。 
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報告第３号 岸和田市立公民館分館の臨時休館について 

○大下教育長 

報告第３号について、説明をお願いします。 

○井出生涯学習課長  

報告第３号につきましては、岸和田市立公民館分館の臨時休館についてです。 

 市立公民館分館が属するラパーク岸和田関連施設が、令和７年２月19日（水）に電気設備

法定点検を一斉実施することにより全館停電となるため、その日を臨時休館します。 

 資料として、その根拠となる公民館及び青少年会館の設置、管理等に関する条例施行規則を

添付しています。 

周知方法につきましては、教育委員会告示、広報きしわだ２月号への掲載、館内掲示などを

行い、周知します。報告は以上です。 

○大下教育長 

報告が終わりました。本件について、何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

ないようですので、報告として承りました。 

   

報告第４号 岸和田市立春木図書館の臨時休館について 

○大下教育長 

報告第４号について、説明をお願いします。 

○宇野図書館長 

報告第４号につきましては、岸和田市立春木図書館の臨時休館についてです。 

春木図書館が属する商業施設「ラパーク岸和田」で施設内の電気設備の法定点検を一斉に実

施いたします。 

点検時、春木市民センター内の公的施設も停電いたしますので、点検が行われる２月 19 日

（水）は、図書館規則第４条の規定により春木図書館を臨時休館とするものです。 

なお、周知方法については、教育委員会告示、広報きしわだ２月号、市ホームページ、図書

館だより、館内掲示などで行います。報告は以上です。 

○大下教育長 

報告が終わりました。本件について、何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

  臨時休館の期間に図書の返却期限にあたる場合は、返却期限の延長や、他の館を通じて返却

は可能なのでしょうか。 

○宇野図書館長 

返却期限が、法定点検による臨時休館期間にあたる場合は、自動的に返却日が後ろに設定さ

れる仕組みになっています。また、図書の貸し出し期間の延長を希望される場合、予約が入っ

ていなければ可能です。なお、図書を返却される際は、他の館を通じての返却も可能です。 

○大下教育長 

他にいかがでしょうか。ないようですので、報告として承りました。 

 

報告第５号 絵本の寄贈について 
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○大下教育長 

報告第５号について、説明をお願いします。 

○宇野図書館長 

報告第５号につきましては、絵本の寄贈についてです。 

寄贈品はディズニーの絵本13冊、換算額は9,955円です。 

寄贈目的は、岸和田まちづくり創造研究会岸和田ヤラカス会様が、活動に得られた収益の一

部を地元の子ども達のために使って欲しいということで、今年で４回目となりますが、ディズ

ニーの絵本を寄贈していただける運びとなったものです。 

旭図書館がメンバーの皆様方のお住まいの地区の図書館となるため、令和６年 12 月 25 日、

旭図書館にご寄贈いただいたものです。報告は以上です。 

○大下教育長 

報告が終わりました。本件について、何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

  ないようですので、報告として承りました。 

 

報告第６号 第78回岸和田市民駅伝競走大会開催について 

○大下教育長 

報告第６号について、説明をお願いします。 

○河内スポーツ振興課長 

報告第６号につきましては、第78回岸和田市民駅伝競走大会開催についてです。 

第78回岸和田市民駅伝競走大会を、１月19日日曜日に開催します。 

コースは従来と同じで、葛城運動広場をスタートして、同じく葛城運動広場をゴールとする、

全６区間、合計20.74キロのコースです。 

周知は、広報きしわだ11月号と岸和田市陸上競技協会さんのホームページです。 

今回は45チームのエントリーがあり、１チームが辞退され44チームとなりましたが、昨年

に比べて多くなっております。報告は以上です。 

○大下教育長 

報告が終わりました。本件について、何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

緊急時の救護体制はどうですか。 

○河内スポーツ振興課長 

安全確保につきましては、スタート、ゴール地点の葛城運動広場、各中継所にAEDを設置し

ています。また、ランナーの最後尾にスポーツ振興課の車がつきまして、そこにもAED を用意

します。AEDにつきましては、山直南小学校にもお借りして、体制をとっています。 

毎回、近隣の救護ボランティア団体（泉無線通信ボランティアクラブ）の協力を得て、各中

継場所に担当者を配置するとともに、救護ボランティアの車が最終ランナーの後ろにつき、有

事の際の救急車の要請など、すみやかな対応ができる体制をとっています。 

○大下教育長 

救護にあたる方はAEDの操作は可能でしょうか。 

○河内スポーツ振興課長 

  AED の操作につきましては、ボランティアの方が研修を受けておりますし、職員も市民プー
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ル運営の関係で講習を受けています。講習を受けていなくとも、音声で操作案内がありますの

で、対応できると考えております。 

○大下教育長 

他にいかがでしょうか。ないようですので、報告として承りました。 

 

では、議案の審議に移ります。 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

議案第１号 補正予算について（事業費補正） 

○大下教育長 

議案第１号について、説明をお願いします。 

○柿花総務課長 

議案第１号につきましては、補正予算について（事業費補正）です。 

２件のご寄附をいただきましたので、令和７年第１回定例市議会に歳入・歳出補正予算を審

議いただくためのものです。 

１件目は、令和６年12月19日に匿名の方から、金150,000円を天神山小学校校用器具費等

に充当のためということでご寄附いただきました。 

２件目は、令和６年12月23日に大阪市在住の松本明夫様から、金500,000円を教育振興に

充当のためということでご寄附いただきました。 

歳入歳出予算補正見積書は、別紙のとおりです。歳入として、指定寄附金として 65 万円を

計上し、歳出として基金積立を行います。 

なお、松本様ですが、平成 24 年に最初にご寄附をいただきました。以前は岸和田市にお住

まいでした。当時の教育長、市長とご縁があったことがきっかけとのことです。説明は以上で

す。 

○大下教育長 

説明が終わりました。本件について、何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

○野口委員 

  匿名の方からの寄付の使途は聞いていますか。 

○柿花総務課長 

  過去にもご寄附をいただいた方なのですが、今回は天神山小学校の教室のカーテンの購入費

等としてご寄附頂きました。 

○大下教育長 

他にいかがでしょうか。ないようですので、本件については原案の通り承認することといた

します。 

 

議案第２号 産業高校学則および産業高等学校の入学金等に関する条例施行規則の改正につい 

て 

○大下教育長 

議案第２号について、説明をお願いします。 
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○橋本産業高校学務課長 

議案第２号につきましては、産業高校学則および産業高等学校の入学金等に関する条例施行 

規則の改正についてです。 

この春の入試より府内の公立高校一斉にオンライン出願を導入するところですが、このオン

ライン出願システムは、出願から合格発表、そして合格者の入学金の納付までを一貫して行う

システムとなっております。このため、入学金の納入方法もシステムに合わせる必要が生じま

した。これに伴い、関係規定の整備を図るものです。 

まず、産業高校学則についてご説明します。学則第 21 条で、現在は入学金の納期限を、全

日制は入学した年の４月 25 日、定時制は入学式の前日と定めておりますが、これを、いずれ

も入学する年度の前年度の３月末といたします。なお、転入学・編入学にかかる入学者の入学

金は、入学日の前日としております。 

また、今回の改正と併せまして、同じ第 21 条の中の第８項で、国の授業料無償化制度によ

る支援金を授業料に充当する旨を規定しておりますが、今年度から既に３年生に対して大阪府

の授業料無償化制度が始まっており、来年度以降、順次２年生、１年生へと拡大される予定で

す。大阪府の授業料無償化制度による支援金についても授業料に充当する旨の規定を追加しま

す。 

次に、産業高等学校の入学金等に関する条例施行規則についてご説明します。施行規則第２

条で、学則と同様に納期限を規定しておりますが、同じことを２つの規則に重複して規定して

いる状態であるため、こちらについては「別に定める」とし、納期限に係る規定を学則に１本

化するものです。 

いずれも、令和７年２月１日から施行することとしております。説明は以上です。 

○大下教育長 

説明が終わりました。本件について、何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

○植原教育長職務代理者 

  府立高校の場合、入学金の納期限は以前から３月 31 日だったのでしょうか。納期限が前倒

しになることにより負担が生じることを懸念します。 

○橋本産業高校学務課長 

府立高校は元々３月31日でした。今回、府立の納期限の３月31日に合わせることとしまし 

た。納入方法については、これまでは入学式に岸和田市の納付書を渡して、金融機関で納付し

てもらう方法でしたが、今回システムを導入することにより、クレジットカード決済やコンビ

ニ納付が可能となり、利便性の向上につながります。ただし、納期限が前倒しになってしまい

ます。 

○植原教育長職務代理者 

以前、オンライン出願の説明を聞いた際に、締切りの時間等の課題があったと思いますが、

その後の経過はどうなりましたか。 

○橋本産業高校学務課長 

  生徒からのオンライン出願の締切り時刻と学校側での校長承認の締切り時刻が、いずれも２

時までということであり、システム上は生徒側からの入力は実際２時まで可能な状況です。生

徒からの入力が２時直前になると、中学校側での承認が間に合わなくなるという事態が生じか
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ねない状況です。学校側からも生徒や保護者に早めに入力するように声掛けをしてもらい、間

に合うように出願先の高校に送ってもらうことになります。 

○植原教育長職務代理者 

  府のシステム上の問題ですが、生徒からの出願期限が２時、学校側からの提出期限が２時と

いうのは難しい運用ですね。 

○松本人権教育課長 

オンライン出願について、進路担当者説明会では、各市町教委から同様に、生徒も校長承認

も同じ２時の締切りだと間に合わないケースがあるのではないかという質問が出ておりまし

た。大阪府教育庁の回答では、締切りに時間に差は設けないため、出願者である生徒側は時間

に余裕をもって出願するように、中学校側が生徒達に指導するようにという運用になっていま

す。 

○植原教育長職務代理者 

  以前のように、出願状況をみながら、直前まで出願先を考えることはできなくなるというこ

とでしょうか。 

○松本人権教育課長 

  オンライン出願ですので、学校側は出願状況を確認できますが、学校に届く情報に基づき、

時間的な余裕があるうちに、出願先を決めるという運用をしていくことになります。 

○大下教育長 

府の説明では、それぞれの締切りにタイムラグを設けないことに対する理由についての説明

はあったのでしょうか。また、岸和田市内で統一的な運用は設けるのでしょうか。出願の締切

りが２時であれば、例えば生徒からの入力の締切りは１時にするといった方針は立てるのでし

ょうか。 

○松本人権教育課長 

現行の運用で実施するとの府の説明でしたので、生徒の出願期間は締切り１時間前にという

ことで進路担当者会議では確認しています。 

○大下教育長 

  生徒に不利益が生じないように、市教委からも出願方法について中学校校長会で重ねて確認

し、生徒達に出願に関する周知を徹底するようにしてください。 

他にいかがでしょうか。ないようですので、本件については原案の通り承認することといた

します。 

○大下教育長 

以上で全ての案件が終了しましたが、他に何かございませんか。 

ないようですので、これをもちまして本日の定例教育委員会会議を閉会します。 

 

閉会 午後２時10分 

 

本会議録に相違ないことを認め署名する。 
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